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第２８期東京都社会教育委員の会議 第３回定例会 

平成２０年５月１３日（火） 

午後６時開会 

 

【生涯学習課長】  定刻になりましたので、ただいまから第２８期東京都社会教育委員

の会議を開催させていただきます。 

 本日はすべての委員が出席でございます。 

 初めに、組織改正がございましたので、説明をさせていただきます。お手元の参考資料

１の右側の枠を御覧いただきたいと思います。平成１９年度までの「生涯学習部」が、平

成２０年度の４月から「地域教育支援部」と組織替えになりました。従来、計画課と社会

教育課の２課ということで、生涯学習関係の事務を分担したわけですけれども、今回、新

たに義務教育関連の事務を含めまして、地域教育支援部となったわけでございます。 

 それに伴いまして、社会教育委員の会議の事務分掌が「計画課」から「生涯学習課」に

移りました。それでは事務局の紹介をさせていただきます。 

 地域教育支援部長の皆川でございます。 

【地域教育支援部長】  皆川です。よろしくお願いいたします。 

【生涯学習課長】  引き続き主任社会教育主事の江上です。 

【主任社会教育主事】  江上です。よろしくお願いします。 

【生涯学習課長】  私が生涯学習課長で、この会議の事務局を引き受けております檜山

と申します。よろしくお願いいたします。 

 それでは、部長から、ごあいさつをさせていただきます。 

【地域教育支援部長】  地域教育支援部長の皆川です。どうぞよろしくお願いいたしま

す。４月１日に組織改正があったということで、きょう初めてという委員もいらっしゃる

かと思います。 

 実は私、平成１０年ごろですか、社会教育課長をしていた時代がありまして、その当時

は、まだ生涯学習審議会と社会教育委員の会議が２本立てで歩いていまして、委員さんも

生涯学習審議会委員と社会教育委員で別々におりまして、それぞれが答申を出すという、

そういうところでした。それが、事務局にとっても、テーマをどうするかということも含

め大変な課題でして、これを何とか一本化できないものかというようなことを考えていて、

異動したという経緯がございます。 
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 実はもう一つその当時課題になっていたのが補助金でして、補助金をどこまで出して、

その効果がどうなのかと監査でも指摘されまして、奨学補助金はだめだとか、いろいろ課

題がありました。それも、その課題があるという時期に実は異動してしまいまして、それ

から約６年半から７年の空白の後に今日、部長としているわけですけれども、このように

整理されたのだなと、感慨深く思っているところであります。 

 また、委員さんにおかれましては、それこそ生涯学習審議会といい、そしてまた、田中

委員と村上委員におかれましては専門部会でも毎週この時間に御審議いただいて、本当に

お忙しい中、夜にこういう御審議をいただくということを大変心苦しく思うとともに、ま

た、よろしくお願いしたいと期待しているところでございます。 

 後ほど詳しく説明すると思いますけれども、補助金に関する審議ということでございま

す。これが有効に活用されますよう、いろんな角度から御審議いただければと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。 

【生涯学習課長】  引き続きまして、議長、副議長の選出をお願いしたいと思います。

参考資料の２を御覧いただきたいと思います。参考資料２の下段にございますが、「東京都

社会教育委員の設置に関する条例施行規則」第１条第２項によりますと、議長、副議長の

任期は１年度となっておりますが、特に御意見がございませんでしたら、引き続き田中議

長と生重副議長に御留任をお願いしたいと思っておりますが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【生涯学習課長】  よろしいでしょうか。ありがとうございました。 

 それでは、田中議長、引き続き議長をお引受けいただけますでしょうか。 

【田中議長】  はい、わかりました。 

【生涯学習課長】  生重副議長、引き続き副議長としてお引受けいただけますでしょう

か。 

【生重副議長】  はい。 

【生涯学習課長】  ありがとうございます。 

 それでは、田中議長、生重副議長に一言ごあいさつをいただきたいと思います。 

【田中議長】  皆さん、夜のお忙しい中、どうもお疲れさまです。先ほどの部長のお話

にもありましたけれども、従来、社会教育委員の会議と、それから生涯学習審議会と、そ

れぞれ審議して答申を出しておられたということなのですが、それが現在統合されて、生

涯学習審議会の方でテーマをもった審議をすべてやるというふうになったわけです。社会
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教育委員の会議も、そういう関係で行きますと補助金の審査を中心とする会議になったと

いうことですが、その補助金も社会教育関係団体の活性化にとっては非常に重要なもので

すし、また、地域の社会教育にとって重要な課題だと思いますので、活発な御意見交換を

よろしくお願いしたいと思います。 

 以上です。どうも。 

【生重副議長】   

 今、世上では、学校支援の新しい組織とか地域の人材というようなことで、多様な人に

力をいただきながらということが前面に押し出されておりますが、やっぱり子供を育てな

がら関わるそれぞれのＰＴＡ活動というものは、社会教育の基盤というか、基本だと思い

ます。この会は、議長がおっしゃったように補助金を通してなんですが、若干でも関わり

を持ちながら、ＰＴＡ組織が社会の大人たちの基盤づくりになっていけるような、育ちの

場にもう一度なっていってほしい。この私たちとのかかわりの中で、東京都の社会教育と

の関わりの中で、出る補助金を通しても、そういうつながりが持てるという意識をもう一

度一人一人が意識し直せるような組織をそれぞれがつくっていっていただけるような手助

けになっていけばいいなと思って、本日参りました。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

【生涯学習課長】  ありがとうございました。 

 それでは田中議長、ここからの進行をよろしくお願いいたします。 

【田中議長】  はい。それでは、議事の進行に入らせていただきますが、最初に、配布

資料の確認と、本日の進め方について、事務局から御説明をお願いいたします。 

【生涯学習課長】  それでは配布資料の確認ですが、まず次第、それから席次表、資料

１として会議のスケジュール、資料２として補助金の実績報告、資料３として補助金交付

要綱、資料４として補助金ヒアリングについて（案）ということで、お手元にございます。

それから、参考資料として２０年度の教育庁の組織改正について、参考資料２として社会

教育委員の設置に関する条例・規則、また、取扱注意資料といたしまして、補助金審査基

準（案）。それから、お手元に１９年度の社会教育団体補助金事業の実績報告書がつづりと

してございます。それから、各ＰＴＡ団体が１９年度の事業としてつくりました成果物の

コピーがお手元にございます。資料としては以上でございます。 

 次に、本日の進め方でございますが、本日は、報告事項として１９年度の実績報告等の

報告を受けまして、２０年度の補助金のヒアリングに関する審査方法等について審議をし
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ていただくということで進めていきたいと思っております。 

 進め方として、まず報告として資料１、今年度のスケジュールの確認をしていただき、

また資料２として昨年度の補助金の実績報告、資料３として、その報告を受けて、事務局

として決定をいたしました今年度の補助金要綱の御報告をさせていただきます。 

 次に、議事として、今年度の補助金のヒアリングの方法について、ま年度の補助金の審

査基準について御審議をいただきたいと考えてございます。 

 配布資料と本日の進め方については以上でございます。 

【田中議長】  はい、ありがとうございました。それでは、まず、今年度のスケジュー

ルについての御説明をお願いいたします。 

【生涯学習課長】  それでは、２０年度の年間スケジュールについて御説明いたします。

資料１を御覧ください。これは昨年度の第１回定例会でお諮りした内容でございますが、

今年度は、今回の第３回定例会を含めまして、７月１日に第４回を、来年度の２、３月ご

ろに、第５回の定例会を予定してございます。 

 ７月１日の第４回定例会では、本日の審査基準等の審査結果を受けまして、補助金審査

のヒアリングを行う予定でございます。またそ、の後、第５回定例会では、団体の補助金

の執行状況の中間報告を受けまして、２０年度の補助金事業並びに２８期社会教育委員の

会議の総括を行っていただく予定でございます。 

 説明は以上でございます。 

【田中議長】  はい、ありがとうございました。今の御説明で、何か御御問などござい

ますか。よろしいですか。 

 それでは、続きまして、昨年度の補助金実績報告についての御報告をお願いいたします。 

【生涯学習課長】  それでは、お手元の資料２を御覧いただきたいと思います。 

 １９年度の補助金交付は、４団体に交付をしてございます。左から団体名、４団体、幼

稚園ＰＴＡ連絡協議会、社団法人東京都小学校ＰＴＡ協議会、それから公立高等学校ＰＴ

Ａ連合会、４団体目として、公立高等学校定通ＰＴＡ連合会、この４団体に補助金を交付

してございます。 

 主な事業内容でございますが、まず幼稚園ＰＴＡ連絡協議会ですが、会報４４号の発行

でございます。事業内容といたしましては、お手元の事業内容のところを御覧いただきた

いと思いますが、幼稚園ＰＴＡ協議会の１年間の活動報告のまとめ、また各、区のＰＴＡ

活動の報告、「子育て研修会 お父さん一緒に子育てを語ろうよ」からの報告等の内容にな
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ってございます。 

 それから、小学校ＰＴＡ協議会でございますが、広報誌１号、２２号の発行でございま

す。広報誌１号では、「未来を生きる子どもたちのために」ということで、保護者の意識調

査の結果報告をしてございます。それから広報誌２号は、同じように「未来を生きる子ど

もたちのために」ということで、こちらの方は、専門家の意見、あるいは「ネット社会に

棲む子ども」たちの報告、それから「ＰＴＡのひろば２００７」の小Ｐ研修の紹介という

のが主な内容になってございます。 

 それから、公立高等学校ＰＴＡ連合会でございますが、研修会、事例発表会の開催、テ

ーマとしましては「高校生の心理・親の対応」、「リーダーの人間力」等を取り上げた研修

会の事例発表を行ってございます。広報誌として、５２、５３、５４号の発行でございま

す。内容といたしましては、研修会や事例発表等のテーマの広報・普及並びにその外の広

報ということで、そのテーマとして「デジタルメディア社会における子どもの健全育成」

等があげられております。 

 それから、高等学校定通ＰＴＡ連合会でございますが、講演、内容といたしまして、職

場・家庭・学校の連絡協議会、テーマは「食育」でございますが、ＰＴＡの役員、あるい

は雇用主、学校長、定時制・通信制の副校長を対象にいたしまして、研修会、研修協議会、

懇談会を行った内容になってございます。その次に、記録ということで、研修会や講演会

成果の内容の広報、次に研修会ということで、６ブロックごとの研修会での講演会活動の

準備や成果の発表ということの内容になってございます。 

 お手元に、それぞれ各団体がつくりました成果物のコピーが配布してございますので、

内容については御覧いただきたいと思います。 

 また、交付決定額と交付確定額のところを御覧いただきたいと思いますが、４の高等学

校定通ＰＴＡ連合会の交付決定額が確定額と異なっておりますが、これは、講師を高校生

としたことで謝金が生じてこなかった等によるもので、交付決定額に比べ確定額が減って

いるものでございます。 

 内容といたしましては、どの団体も申請どおりのテーマ、事業内容となっております。 

 説明は以上でございます。 

【田中議長】  はい、ありがとうございました。各団体とも、テーマ、内容等は申請ど

おりという御説明だったかと思います。何かこれについて御質問はございますか。よろし

いですか。 
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 では、続きまして、今年度の補助金交付要綱について御説明をお願いいたします。 

【生涯学習課長】  はい。それでは、資料３を御覧ください。 

 平成２０年度の社会教育関係団体に対する補助金交付要綱でございます。基本的には、

前年度と同内容になってございます。現行の要綱で特に問題があるという御指摘はござい

ませんでしたし、また、各団体からも特段の御指摘はございませんでした。 

 補助対象団体としては、昨年と同じということで、ＰＴＡの連合団体とするという内容

でございます。また、補助対象事業につきましては、地域や家庭の教育力の向上、学校の

教育活動を支援する取組に関する社会教育の事業で、公益性がある事業ということで、内

容としては、討論会、講演会、展示会等の事業、また、宣伝啓発の事業となってございま

す。 

 次のページを御覧ください。補助金の交付額ですが、補助金の交付額は、補助対象経費

として、２分の１以内で１００万円を限度としております。 

 補助金の交付要綱については以上でございます。 

【田中議長】  はい、どうもありがとうございました。これにつきましてはどうでしょ

うか。御質問ございますか。よろしいですか。 

 それでは、以上で、事務局からの御報告は終了ということでよろしゅうございますね。 

 では、続きまして、今度は議事に進みたいと思います。 

 議事の１番目ですが、今年度の補助金のヒアリングについてでございます。まず、事務

局から御説明いただけますでしょうか。 

【生涯学習課長】  はい。資料の４を御覧ください。 

 昨年度、各団体に対しまして、いろいろな工夫点や、あるいは御教示や応援の言葉等を

いただきまして、団体にとってよりよい事業を行う契機となったと思っております。 

 ２８期の２年目ということもありまして、ヒアリングの実施内容、あるいは手順につい

てはそのままということにしたいと、考えてございます。また、前回、ヒアリング後に行

っておりました生涯学習審議会の審議の参考とするためのＰＴＡ団体との意見交換につき

ましては、審議が煮詰まってきたこともあり、今回は行わないということで進めたいと思

っております。 

 それでは、簡単にヒアリングの流れについて御説明をさせていただきます。 

 まず、お手元の前段の方ですが、前日までに事務局で事前審査をいたしまして、その事

前審査の評価と、それから団体からの申請書類を、７月１日の前日以前に各委員に送付さ

 -8-



せていただきます。 

 ７月１日当日ですが、団体を一堂に会しまして、補助金のヒアリングを、おおむね各団

体１０分程度、各団体からの事業説明を５分程度、それから委員からの各団体への質疑に

ついて５分程度行いまして、そのときに各委員におかれましては、団体ごとにＡ、Ｂ、Ｃ

の総合評価をつけていただきたいと考えてございます。ヒアリングの終わった後、各団体

に退席をしていただきまして、交付に当たっての評価・意見の集約をおおむね２０分程度

で行っていただきたいと考えてございます。 

 ヒアリングの流れについては以上のとおりでございます。基本的には昨年度と同じで、

ヒアリングの終わった後のＰＴＡの各団体との意見交換というのは、今回は行わないとい

うことでございます。 

【田中議長】  はい、ありがとうございました。昨年度行いました意見交換を除けば、

昨年と同じという御説明だったかと思います。何か御質問、御意見などありますか。これ

で行っていいのか、それとも何かちょっと変えた方がいいか、何かございますか。 

 ちょっと形上の確認なのですが、９０分というのは、全体で９０分と読んでいいわけで

すよね。 

【生涯学習課長】 そうですね。一応想定としては６団体を想定しているタイムスケジュ

ールですが、全体としては９０分程度ということです。 

【田中議長】  昨年、長かったように思うのは、意見交換があったからですね。 

【生涯学習課長】  そうですね。 

【田中議長】  今年は少し短くなるということですね。 

 いかがですか。どうぞ。 

【吉兼委員】  ６団体程度というお話だったんですが、確か１９年度は４団体だったと

記憶しているのですが、私の誤解でしょうか。 

【生涯学習課長】  対象となるＰＴＡの団体は１３団体あります。半分以上は私学なの

ですが、なかなかこういうところには従来参加してございませんでした。そういったこと

も加味しまして、大体６団体程度とかなという想定でございます。 

【吉兼委員】  想定の段階ですか。 

【生涯学習課長】  そういうことです。 

【吉兼委員】  はい、了解いたしました。 

【田中議長】  ほかはどうでしょうか。生重委員、何かございますか。 
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【生重副議長】  いや、どうするかというのはちょっと外れてしまうのですけれど。前

年度、意見交換をしたときの内容というのは、生涯学習審議会に反映される内容だったの

かしらというのが一つあります。もう一つは、位置づけとしてＰＴＡの方たちって本当に

必要で大切な方たちなのだと思うのですよ。だから、社会教育委員の会議でやるかやらな

いかは別として、この方たちと率直な意見交換を交わす場というのが、今、東京都の教育

委員会の中にはないような気がしているのです。きちっと、本来の親たちの組織の代表と

して、今後もうちょっと全部に発信していけるような情報が欲しいとか、こういう活動を

したいと思っているのだけど、それに対して何か意見をくれないかとか、東京都は今後ど

のように政策を進めようと考えているのか、それを聞きたいとかという、真っ当に言える

場って今あるのかなというのを、今思っていました。 

 だから、これで、別にここの場がそうなのかどうかもわかりませんし、この場でその話

をするのもちょっと場違いなのかもしれません。だけど、前年度に意見交換をしていてす

ごく感じたことなのですが、補助金を出す側と出される側という垣根を除いて、組織を運

営している代表の人たちが、何か物事を考えて、こういう発信したり交換できたりするよ

うな場というのが、今ないのだなということを考えておりました。それがこの場かどうか

はわからないですよ。 

【田中議長】  わかりました。 

今、２つほどあったかと思いますが、１つ目は、昨年の意見交換が生涯学習審議会の

審議に反映されたか。これは、個人的にはいろいろ記憶はありますが、ちょっと事務局と

して何か整理された情報があればお願いします。 

【事務局】  生涯学習審議会で答申されましたプラットフォーム事業をテーマとして意

見交換を実施させていただいたのですが、そのテーマとはまた、別に、現在審議していた

だいている地域教育のことについて地域にも学校にも身近なＰＴＡさんたちの考えも聞い

て、それを生かしていけたらなという考えもありました。結果として、プラットフォーム

事業というよりも、ＰＴＡの運営の実情であるとか、どういうことを考えて活動されてい

るのかといった意見交換が主になっております。ですから生涯審を審議していただくに当

たって、直接審議にどうこうというよりも、こういう人たちがＰＴＡを運営しているのだ

ということを知ってもらうためにも必要だったのかなと思っております。 

【田中議長】  はい、ありがとうございました。１つの枠組みの中での意見交換という

よりも相手方さんの実情を把握したという感じですかね。はい、ありがとうございました。 
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【鳩山委員】  すみません、いいですか。 

【田中議長】  はい。 

【鳩山委員】  質問と意見なのですけど……。 

昨年行った意見交換って、これは、私は去年が初めてなのでわからないのですけど、

前もやっていたんですか。去年だけですか。 

【事務局】  去年だけです。 

【鳩山委員】  わかりました。 

 去年だけのと、ずっとやっていたのでは違うかなと思って。 

【田中議長】  では生重委員の２番目の質問については何かございますか。事務局から

何か意見や説明などお願いできますか。 

【主任社会教育主事】  ＰＴＡの意見を聞く場面ということですか、２番目の質問とい

うのは。 

【田中議長】  そうですね。 

【生涯学習課長】  今、やはりＰＴＡの活動が非常に低迷しているような状況の中で、

どうしたらＰＴＡ活動を活発にできるかと。実はこちらも、いろいろ考えているところな

のですよね。それで、地域の教育力の低下が言われている中で、ＰＴＡへの期待は、高ま

っているわけでして、そういった点においてもＰＴＡの現状について何らかの形で把握す

る必要はあると思っているのです。それは、こういう社会教育委員の場ではなくて、違う

場を想定しております。 

【田中議長】  生重委員、よろしいですか。 

【生重副議長】  ええ、ありがとうございます。ぜひそうしてください。 

【田中議長】  そうですよね、確かにね。私も思いますね。 

【生重副議長】  育てていくために、後押しをしてさしあげてほしいなとは思っており

ます。 

【田中議長】  行政との関係でいくと、協働というふうなことがありますけど、こうい

う連合体と都のレベルの行政との協働というのは、なかなか現実には難しい面もあるので

しょうし。 

【生重副議長】  所管は、特に公立だと区市町村になるわけですけど、でも、東京都と

して考える大きな方向性みたいなものというのが、やっぱり小さな単位の地域の皆さん方

にわかってもらえる機会というのは必要な気がして。かといって、簡単に声をかけても集
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まってくるわけではないので、窓口として、何らかの形でＰＴＡがそういうところで一緒

に接点を持つような発信の場所になっていくことは必要なのかなという気はしています。

今、地元でいろんなことをやっていても、親がやっぱり一番理解していないところがある

かなと思っていますので。 

【生涯学習課長】  年１回なのですけれども、連合のＰＴＡの代表とは、意見交換の場

というのを実は１月に設けておりまして、幼・小・中、それから特別支援学校とか定通を

含めて、すべての公立のＰＴＡの団体とはやっております。 

【村上委員】  よろしいですか。 

【田中議長】  ちょっと待ってください。先に鳩山委員の方から、何か意見があったよ

うに思いますので、次の話題で結構ですので御意見をどうぞ。そのあと村上委員からとい

うことで。 

【鳩山委員】  はい、わかりました。意見に関しては、１つは、今話題になっている意

見交換を行わないというのは、案としていいと思います。ですが、私は去年意見交換をし

て大変勉強になりました。補助金を出すことには直接関係していなかったですけれど、そ

れぞれの団体が抱えていることがわかったので。団体の側にこういうふうに悩みがあった

んだとか、色々なことが聞けて、改めて補助金を出すことの意味ということがわかりまし

た。特に私は去年初めて委員になったので。それで、意見交換が去年だけなら、なくても

いいのですが、あってもとても勉強になりましたという意見と、それから、この全体の流

れに関しては、去年やらせていただいて特に支障はなかったので、いいかなと思っていま

す。以上です。 

【田中議長】  はい、ありがとうございました。 

 じゃあ、村上委員どうぞ。 

【村上委員】  次回会議の流れについてじゃないのですけれども、よろしいでしょうか。 

【田中議長】  はい、結構です。 

【村上委員】  今、一連の話を伺っていて、素朴な疑問がわいてきたといいますか、個々

の学校で組織されているＰＴＡと、いわゆるそれが集合して連合体になってくるという組

織の形自体が、もう成り立たない時代になっているのではないかというふうに聞こえたの

ですね。あまりＰＴＡに詳しくないのですが、素人として聞いていたときに、一つ一つの

学校でも、親の参加というのはすごく得にくい時代になってきているのですけれども、そ

んな中で、個々の組織が連合体をつくって代表を決めて、都レベルでピラミッド型の組織
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を維持していくという形はもっとやりにくいのじゃないかなというふうに思うのです。昨

年の印象からしても、連合体としての形というか、それを整えることに四苦八苦してしま

っていて、生重委員がおっしゃるような、本来現場がどうなのかというところに行けない

ぐらい、連合体組織そのものが苦しい状況なのではないかと。 

 社会教育という私たちのテーマで考えたときに、都として何をすべきかと考えると、課

長がおっしゃっていましたけれども、やっぱりもう少し直接現場とどうつながるのか、都

の教育委員会として、また社、会教育行政としてということを強く考えた方がいい時期な

のかなと。もちろん連合体とのおつき合いも、都ですからあるわけですけれども、「都だか

ら連合体なのだ」という関係にこだわっているがゆえに、本当の意味で都全域の社会教育

を、ＰＴＡという土台をもとに社会教育を発展させていくという視点で考えたときに、や

れないことがいっぱいできてしまうのではないかなと。 

 ですから、これは後の話にもつながることだと思うのですけれども、もし、今回の我々

に与えられた任務としての、７月１日に何をするかということはともかくとして、この社

会教育の補助金についても、やっぱりもう少し有効に使う手だて、つまり有効とは何かと

いうと、直接現場と都が何かつながれる方向にシフトしていくという手もあるのかなと。

そこは、何かいろいろロジックというか、戦略が必要なのだと思うのですけれどもね。連

合体にお金を出すというやり方が果たしてこのままでいいのかという疑問符が、先ほどか

らの皆さんの御意見を聞いていて、率直に思ったところです。 

  

【田中議長】  はい、ありがとうございました。 

 この問題は、考えていくと、本当にＰＴＡ、特に連合体のあり方であったり、それと都

の社会教育行政の関係についてのあり方に行くわけですが、とりあえず次回会議の進め方

については、委員としてはこれでいいという考え方でよろしゅうございますか。 

 では、今出ました今後のＰＴＡ自体のあり方については、また、事務局ないしはその関

係組織で検討していっていただければありがたいと思います。よろしくお願いします。 

【生涯学習課長】  はい、ありがとうございます。 

【田中議長】  それでは、ありがとうございました。続きまして、今度は補助金の審査

基準についての審議に移りたいと思います。まず事務局から御説明いただけますでしょう

か。 

【生涯学習課長】  はい。それでは、お手元に社会教育関係団体に対する補助金審査基
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準の案がございますので、御覧いただきたいと思います。 

 基本的には昨年度と一緒でございます。審査方法として、第１次審査ということで、左

側に掲げている審査基準項目に従いまして、まず事務局で１次審査をさせていただきます。 

 その後、第２次審査ということで、委員の方にお願いするところなのですが、第１次審

査と、それから申請書類等、さらにヒアリングを総合判断していただいて第二次審査を行

っていただきたいと思っています。資料の右の方を御覧いただきたいと思いますが、網掛

け部分が第２次審査のやり方でございます。第２次審査につきましては、先ほどお話しし

ましたが、第１次審査の結果と、それから当日のヒアリングの内容を踏まえまして、団体

ごとに総合評価をしていただきます。Ａとして「大変よく精査されている」、Ｂとして「お

おむね精査されている」、Ｃとして「改善点がある」というようなことでの評価をお願いし

たいと思います。特にＡとＣについては、コメントをお願いしたいと考えてございます。 

 そのヒアリングで評価したものを、団体が退出した後、各委員に御報告、紹介をして、

その後各委員が、団体ごとの評価結果を参考に、交付に当たっての意見の審議・集約をお

願いしたいということでございます。その結果を踏まえて、事務局として後日、申請団体

に対して交付の決定を行うということになります。 

 説明は以上でございます。  

【田中議長】  はい、ありがとうございました。 

 ちょっと私から確認なのですが、この網掛けのところですね、去年のヒアリングを思い

出してみると、まず、各委員がそれぞれＡ、Ｂ、Ｃをつけて出すのですよね。 

【生涯学習課長】  そうですね。ヒアリングは大体１０分程度ということで、非常に短

いのでヒアリングと質疑をしていただいているときに、団体ごとの事業総合評価というの

ですかね、審査基準の項目別ではなくて、事業全体の評価をしていただきます。それで、

コメントを書いていただければと思います。それが済みましたら団体が退出いたしますの

で、その後、２０分間程度で、各団体に対する意見集約をしていただきたいと思います。

そして、その意見集約ごとに、各団体にこういう意見がありましたというような話をこち

らでさせていただきたいということになります。 

【田中議長】  はい、わかりました。ありがとうございます。 

 それでは、これにつきまして、御質問、御意見などはありますか。去年と同じというこ

とでございますね。 

【生涯学習課長】  そうですね。基本的には去年と同じということになります。 
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【田中議長】  いかがですか。よろしいですか。とてもやりにくかったとか、そういう

ことはございませんですか、特に。 

 ありがとうございました。それでは、この委員会としては、承認ということだと思いま

す。 

これで、審議事項１番目、２番目が終わったということですよね。かなりスムーズに審

議が進んだのではないかと思います。 

 では、これで審議自体は終了ということでよろしゅうございますか。 

【生涯学習課長】  そうですね。 

【田中議長】  ありがとうございました。審議はこれで終了させていただきます。ただ、

本日配布しました資料のうち取扱注意となっているものは、お持ち帰りいただかないよう

によろしくお願いいたします。 はい、どうぞ。 

【吉兼委員】  報告書なのですけれども、ここに事業の評価及び問題点というのがそれ

ぞれの報告の後についているんですが、これは、自己評価でいらっしゃるわけですよね「Ａ、

Ｂ、Ｃ」というのがついていると。 

【事務局】  はい。あと団体として、どういうふうにこれから活動していきたいかとい

うような……。 

【吉兼委員】  そういうことですよね。 

【事務局】  そうですね。 

【吉兼委員】  その中で、定通のＰＴＡ連合会さんなのですけれども……。 

こちらのコピー、私も機会があって、これは高等学校のものですので読ませていただい

て、いいなと思っていて、なかなかよく知られないような各先生の活動も、レポートも、

課題研究の発表とか、非常にいいなと思うのですが、ちょっと気になったのは、瑣末
さ ま つ

なこ

とで申し訳ないのですが、「自己評価」のところの２番の②の実施方法と工夫点で、自己評

価でＣに丸をおつけになっているのですね。そこのＣのところで、この評価のところは事

業の評価及び問題点等で、「よい点は何がよかったのか、課題は何かを具体的に」というふ

うにあるのですが、ここのＣのところで、Ｃをつけられたとするならば、何か問題点だっ

たのか、課題は何だったのかというところがちょっとこの書面からは読めなかったのです

ね。 

 ざーっと、この自己評価を先ほどから目を通していたのですけれども、自らＣとおつけ

になったのですけれども、何がＣだったのだろうかというところが読めなかったので、こ
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の内容はいいのに、どこが問題なのだろうなという。 

【事務局】  そうですね。定通Ｐさんはすごく一生懸命頑張って、「食育」をテーマにし

て活動していらっしゃるのでしたけど、当初は幼Ｐであるとか中Ｐであるとか、公私を超

えたつながりでもっと活動していきたいというのが目標としてあったらしいんですね。た

だ、それがもうちょっとやればよかったかなということで、一応Ｃという評価をつけたと

いうふうにおっしゃっておりました。 

【吉兼委員】  わかりました。ありがとうございました。 

【生重副議長】  自己評価が厳しいのですね。 

【吉兼委員】  そうですね。 

【鳩山委員】  達成目標が高かった。 

【吉兼委員】  これ、東京農大の小泉先生の講演とか、それから中のテーマとか、何か

非常にいいかなと思ったのです。自己評価があまりにも厳しいのかなと。 

【生重副議長】  団体自体の連携ってなかなかとれていないところが実際はあるのです

よ。さっき村上委員がおっしゃったように、本当に団体であるべきかどうかというのも、

本当はいろんなことがありますし。 

【吉兼委員】  高等学校の場合ですと、いわゆる学区とかそういう単位というものはな

くなってきますから、連合体の母体という既存のものはなかなかキープしにくいという事

情はありますね。 

【生重副議長】  昨年ヒアリングをしていても、定通Ｐさんはちょっと感動した。 

【鳩山委員】  そうそう。 

【生重副議長】  何て真摯
し ん し

な姿なのだろうという、知らなかった世界をかいま見て、す

ごく感動した記憶があって、評価も高かったはずですし、志がいいというところで、先生

たちの評価がすごくよかった、委員の評価が。 

【田中議長】  だから、これは自己評価でもあるし、今後の目標といいますか、評価理

由も、よく読むと交流を図ると書いてあって、今後もっともっと交流を図っていかなけれ

ばいけないと考えているという意味でしょうね、おそらく。そういう意味でＣにつけてと

いうことでしょうかね。ですから、その辺の背景も踏まえて、我々はこれを読めばいいと

いうことですね。 

【村上委員】  今回は、この評価基準でいいと思うのですけど、やはり長い目で、中期

的にお考えになっていくとすれば、例えば連携とかそういうことでいうと、事業の規模と
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いうところが、都が出すお金だから全都が基準ですよということになっているのでしょう

が、全都的な展開というのもいろんな方法があって、例えば全都的に還元できる成果があ

るかという視点で言えば、プログラム自体は局所的でも、そこで得られた成果が全都に還

元できるのであれば、事業の規模自体はそんなに全都でなくてもいいのかなと思うのです。

もちろん、コミュニケーションの中で団体にも伝えながら、急に評価を変えるのじゃなく

て、徐々にというか、少し間を置いてから、このぐらいで変わりますよということを告知

してから変えた方がいいですけどね。評価の考え方もいろいろだと思うのです。 

 局所的と何で言ったかというと、要するに都の連合体が、薄く広く全都にということで

事業を立てると、広報みたいなものしか出てこないと。しかし、ほかのＰＴＡにも現場で

参考になるようなプログラムを、規模は小さくてもやってもらうという投げかけでいえば、

例えば現場のＰＴＡとの協働性があるかとか、何か具体的なプログラムを現場と一緒にや

る事業なのかどうかというのも評価のポイントに入れるとか、それから、例えば事業をや

った成果そのものがほかのところの参考になるような、そういうものなのかとか、評価の

基準というのもちょっと変えていく手もあるのかなと。 

 アメリカに私が２年ほどいたときに、アメリカのこういうお金の使い方はすごく上手だ

なと常々思ったのは、こういうものを生み出したいというものがはっきりしている。例え

ばここで今議論になっていることで言うと、もっと連携の中で行われていくような事業と

か、それから現場性のある事業とか、そういうものを生み出したいとなると、お金を出す

ときの評価の基準を、そういうものをあえて高く評価するような基準に変えてしまうわけ

ですね。評価の基準を変えることによって、出したお金がそっちの方に有効に、こちらの

意図する方、「我が意を得たり」の方向に使われるという。 

 だけど、評価はそうするのだけれども、この事業をやりなさいと言うわけにはいかない

わけですね。でも、出す側が評価基準としてこういうものを高く評価しますよということ

は言えるわけです。命令できないけれども、でも、出すからにはこういうものをやってほ

しいのだというメッセージをもらう側に伝えつつお金を使っていくので、もらう側も待っ

ていましたとばかりにそれを準備してもらうから、お金も有効に使えるというところがあ

ります。もちろんそこにはコミュニケーションがあるのが前提ですけどね。その辺は社会

教育の行政として、政策としてのＰＴＡというものを考えたときに、こういうふうになっ

てほしいなという方向性を持つなら、それに流れが行くような評価の基準をおつくりいた

だくというのも、有効ではないかと思います。 
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【田中議長】  はい、ありがとうございました。今の村上委員のお話は２つありました

けど、１つは、全都的と言うときに、その事業に直接参加してくる人が全都的でなくても、

その事業がモデル事業的なものであって、その成果が全都に波及できればいいんじゃない

かということですよね。 

 もう１つは、何か「こういうものを生み出したい」という事業を高く評価する基準に変

えてみるというのも有効ではないか、ということですよね。 

 なるほど。それでは、どうでしょう。ほかに何か、せっかくの場ですから、まだ時間は

ありますので。外に何かあればよろしゅうございますけれども。よろしいですか。 

 それでは、審議はこれぐらいにいたしまして、今後の予定ですね。次回の日程ですか、

御説明をお願いできますでしょうか。 

【生涯学習課長】  次回の会議につきましては、７月１日ということで、夕方から、場

所としては都庁の会議室を予定しております。時間等決まり次第、正式な通知を差し上げ

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上をもちまして第３回の定例会を終

了させていただきます。ありがとうございました。 

 

【田中議長】 はい、わかりました。では、よろしくお願いいたします。 

 では、以上をもちまして終了でよろしゅうございますね。 

【生涯学習課長】  はい。 

【田中議長】  どうもありがとうございました。 

 

午後７時１５分閉会 
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